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第 ２ 期 柏 市 ひ と り 親 家 庭 等 自 立 促 進 計 画 の 策 定 に 向 け て  

 

１  趣 旨  

市 で は ， 母 子 及 び 寡 婦 等 の 生 活 の 安 定 と 向 上 を 目 的 に ， 第 １ 期  

 「 柏 市 母 子 家 庭 等 自 立 促 進 計 画 」 を 策 定 ， 施 策 を 実 施 し ま し た 。  

 近 年 の 社 会 経 済 環 境 の 変 化 ， 地 域 コ ミ ュ ニ テ ィ の 希 薄 化 な ど に

よ る 子 育 て の 孤 立 感 ・ 負 担 感 の 増 加 ， 非 正 規 雇 用 の 増 加 な ど に よ

る 就 労 環 境 の 変 化 な ど 様 々 な 社 会 環 境 の 変 化 が あ り ， ひ と り 親 家

庭 等 を 取 り 巻 く 環 境 は 依 然 と し て 厳 し い 現 状 が あ り ま す 。  

 ひ と り 親 世 帯 の 相 対 的 貧 困 率 は ５ ０ ％ を 越 え て お り ， よ り き め

細 や か な 就 業 支 援 ， 生 活 支 援 及 び 経 済 的 支 援 な ど の 各 種 施 策 を 実

行 す る た め ， ひ と り 親 家 庭 等 の 自 立 支 援 を 促 進 す る 第 ２ 期 計 画 を

策 定 す る も の で す 。  

 

２  計 画 期 間   

第 １ 期  平 成 ２ ２ 年 度 か ら 平 成 ２ ６ 年 度  

第 ２ 期  平 成 ２ ７ 年 度 か ら 平 成 ３ １ 年 度  

 

３  計 画 の 位 置 付 け  

  母 子 及 び 寡 婦 福 祉 法 第 １ ２ 条 に 規 定 す る 計 画 。  

 国 で は 平 成 １ ４ 年 １ １ 月 に 母 子 家 庭 等 に 対 す る 福 祉 サ ー ビ ス の  

展 開 と 自 立 支 援 を 目 的 と し た「 母 子 及 び 寡 婦 福 祉 法 」を 改 正 し ， 法

第 １ ２ 条 に 都 道 府 県 等 の 自 立 促 進 計 画 策 定 に つ い て の 規 定 が  設

け ら れ ま し た 。  

 

４  計 画 策 定 の 方 法  

 平 成 ２ ６ 年 ７ 月 ま で に ， ひ と り 親 家 庭 等 1,000 世 帯 対 象 の ニ ー  

  ズ 調 査 ア ン ケ ー ト を 実 施 ， 調 査 結 果 分 析 ， 健 康 福 祉 審 議 会 児 童 健  

 康 福 祉 専 門 分 科 会 審 議 及 び パ ブ リ ッ ク コ メ ン ト 等 を 経 て ， 平 成 ２  

 ７ 年 ３ 月 に 計 画 策 定 予 定 で す 。  
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５  国 の 状 況 等  

 

平 成 ２ ３ 年 度 全 国 母 子 世 帯 等 調 査 結 果  

 母 子 世 帯  父 子 世 帯  

世 帯 数 （ 推 計 値 ）  １ ２ ３ ． ８ 万 世 帯  ２ ２ ． ３ 万 世 帯  

ひ と り 親 世 帯 に な っ た 理 由  
離 婚 ８ ０ ． ８ ％  

死 別  ７ ． ５ ％  

離 婚 ７ ４ ． ３ ％  

死 別 １ ６ ． ８ ％  

就 業 状 況  ８ ０ ． ６ ％  ９ １ ． ３ ％  

 正 規 の 職 員 ・ 従 業 員  ３ ９ ． ４ ％  ６ ７ ． ２ ％  

 自 営 業   ２ ． ６ ％  １ ５ ． ６ ％  

 パ ー ト ・ ア ル バ イ ト 等  ４ ７ ． ４ ％   ８ ． ０ ％  

平 均 年 間 収 入  

（ 母 又 は 父 自 身 の 収 入 ）  
２ ２ ３ 万 円  ３ ８ ０ 万 円  

平 均 年 間 就 労 収 入  

（ 母 又 は 父 自 身 の 就 労 収 入 ） 
１ ８ １ 万 円  ３ ６ ０ 万 円  

平 均 年 間 収 入  

（ 同 居 親 族 を 含 む 世 帯 全 員  

 の 収 入 ）  

２ ９ １ 万 円  ４ ５ ５ 万 円  

 

６  柏 市 の 状 況 等  

 柏 市 の ひ と り 親 家 庭 数 は ， 平 成 ２ ２ 年 国 勢 調 査 に よ る と 母 子 家 庭

２ ， １ ８ ４ 世 帯 ， 父 子 家 庭 ４ ３ ０ 世 帯 と な っ て い ま す 。 た だ し ， こ

の 世 帯 数 は ， 他 の 世 帯 員 と の 同 居 も 含 め た 数 字 で す 。  

 ま た ， 児 童 扶 養 手 当 の 現 在 受 給 資 格 者 か ら 抽 出 し た 今 回 ア ン ケ ー

ト 対 象 者 数 で み る と ， 母 子 家 庭 ２ ， ５ ０ ０ 世 帯 ， 父 子 家 庭 ９ ７ 世 帯

と な っ て い ま す 。  

 

７  国 の 施 策 等  

 社 会 保 障 審 議 会 児 童 部 会 ひ と り 親 家 庭 へ の 支 援 施 策 の 在 り 方 に 関

す る 専 門 委 員 会 中 間 ま と め の 概 要 （ 平 成 ２ ５ 年 ８ 月 ）  
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ひ と り 親 家 庭 の 現 状  
 

○ ひ と り 親 家 庭 の 平 均 所 得 は 、 一 般 子 育 て 世 帯 の 約 ４ 割 。 平 均 稼 働  

  所 得 は ， 一 般 子 育 て 世 帯 の 約 ３ 割 。  

○ ひ と り 親 家 庭 の 母 の 約 ８ 割 ， 父 の 約 ９ 割 が 就 労 。 う ち 非 正 規 が 母  

  で 約 ５ 割（ 平 均 就 労 収 入 １ ２ ５ 万 円 ），父 で 約 １ 割（ 同 １ ７ ５ 万 円 ）。 

○ 就 労 し て い な い ひ と り 親 も ， 母 の 約 ９ 割 。 父 の 約 ８ 割 が 就 労 を 希  

 望 し て い る が ， 就 業 で き て い な い 状 況 。  

○「 子 ど も の 貧 困 率 」は ，１ ５ ．７ ％ だ が ，「 大 人 が 一 人 」の「 子 ど  

 も が い る 現 役 世 帯 」 の 相 対 的 貧 困 率 は ， ５ ０ ． ８ ％ 。  

○ ひ と り 親 家 庭 は ， 子 育 て と 生 計 を 一 人 で 担 う 不 利 を 抱 え ， 両 立 の  

 困 難 ， 非 正 規 雇 用 の 増 加 等 の 影 響 か ら 厳 し い 状 況 。  

 

 ひ と り 親 家 庭 へ の 支 援 施 策 に つ い て は 、 平 成 ２ ２ 年 の 児 童 扶 養 手

当 法 改 正 で 父 子 家 庭 に も 対 象 が 拡 大 さ れ ま し た 。  

 「 母 子 家 庭 の 母 及 び 父 子 家 庭 の 父 の 就 業 の 支 援 に 関 す る 特 別 措 置

法 」 が 平 成 ２ ４ 年 成 立 し ， ひ と り 親 家 庭 の 就 業 支 援 充 実 が 求 め ら れ

て い ま す 。  

 ま た ， 平 成 ２ ６ 年 １ 月 に は 「 子 ど も の 貧 困 対 策 の 推 進 に 関 す る 法

律 」 が 施 行 さ れ ， ひ と り 親 家 庭 の 子 ど も の 貧 困 率 の 高 さ 等 が 指 摘 さ

れ る 中 ， ひ と り 親 家 庭 へ の 各 種 支 援 施 策 の 強 化 が 求 め ら れ て い る と

こ ろ で す 。  

 

 次 ペ ー ジ  

  ひ と り 親 支 援 施 策 体 系  

子 ど も の 貧 困 対 策 推 進 法 概 要  
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第１期「柏市母子家庭等自立促進計画」の実施状況及び評価 

 

 第１期計画においては，下記の５つの体系を策定しました。 

 

 

                 

 

                 

                  

                 

 

                 

 

                 

                 

 

 

                 

                 

 

 

 

 

 

 

 ５つの体系を基本に，ひとり親家庭等のそれぞれのニーズにつながるよう事業を組

み合わせながら各種施策を具体的に推進しました。 

 各施策（事業）の実施状況及び評価は次ページ以降です。 

母
子
家
庭
等
の
誰
も
が
安
全
で
安
心
し
た
生
活
を
送
れ
る
柏
市
へ 

１．就業支援の充実 

２．生活・子育て支援の充実 

３．経済的支援の充実 

４．養育費確保の推進 

５．相談業務の充実 
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１ 就業支援 

 ひとり家庭等が，自立し十分な収入を得，安定した生活を営めること

を目指し，職業能力育成のための講習会やセミナーの実施，資格取得の

ための教育訓練給付金支給，プログラム策定による就労相談事業等の支

援を実施しました。 

 

ア．就業支援講習会等（就業・自立支援） 

    就業･転職等を希望する母子家庭の母親を対象に，就業に繋がる講習会等を実施                

(受講人数) 

内    容 
平成 

22年度 

平成 

23年度 

平成 

24年度 

平成 

25年度 

パソコン講習会 
６２ 

(うち修了者４５) 

５１ 

(うち修了者３９) 

３２ 

(うち修了者２０) 

 

 

介護職員初任者研修 

(旧ホームヘルパー２級) 

 

 

 

 

 

 

１１ 

(受講者全員修了) 

 

 ※父子家庭についても平成２５年度から対象 

 

イ．就業支援セミナー（就業・自立支援） 

(受講人数) 

内    容 
平成 

22年度 

平成 

23年度 

平成 

24年度 

平成 

25年度 

母子家庭の母親を対象に，履歴書等

の書き方，面接のマナーなど就職・

離転職に向けたセミナーを開催 

４ ０ ０ ９ 
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ウ．自立支援教育訓練給付金（母子家庭等自立支援給付金） 

   （平成２５年８月ひとり親等就業資格等助成と統合※） 

  市が指定する教育訓練講座を受講した母子家庭の母に給付金を支給 

  市単独事業であった，ひとり親等就業資格等取得助成事業と統合し，補助率 

 ２０％を５０％に，上限額を１０万円から２０万円に引き上げ。 

平成 22年度 1件 18,050円 ホームヘルパー２級 

平成 23年度 1件 7,600円 調剤薬局事務 

平成 24年度 0件 － － 

平成 25年度 0件 － － 

 ※父子家庭についても平成２５年度から対象 

 ※平成２３年の第３回柏市版事業仕分けにおいて，「市改善（維持）」と最終判断が

され，国の基準に合わせて，市制度も一体的に統合し支援していく方針が決定された 

 

エ．高等技能訓練促進費（母子家庭等自立支援給付金） 

看護師・准看護師・介護福祉士・保育士・理学療法士・作業療法士の資格を取得

するため２年以上養成期間で修業する場合に，修業期間中の上限２年間について，

訓練促進費を支給。 

平成 22年度 
28件 33,064,500円 

看護師 16,准看護師 5,保育士 6 

介護福祉士 1 

当該年度修了者就業状況 看護師 4,准看護師 1  

平成 23年度 
44件 55,483,500円 

看護師 19,准看護師 13,保育士 10 

介護福祉士 1,理学療法士 1 

当該年度修了者就業状況 看護師 3,准看護師 3  

平成 24年度 
37件 50,347,500円 

看護師 20,准看護師 7,保育士 7 

介護福祉士 2,理学療法士 1 

当該年度修了者就業状況 看護師 7,准看護師 3,保育士 1  

平成 25年度 

31件 35,943,500円 
看護師 14,准看護師 10,保育士 5 

介護福祉士 1,理学療法士 1 

当該年度修了者就業状況 
看護師 5,准看護師 2,保育士 1 

介護福祉士 1  
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※その他の資格：MOS(ﾏｲｸﾛｿﾌﾄｵﾌｨｽｽﾍﾟｼｬﾘｽﾄ)，介護支援専門員，歯科衛生士，管理栄 

        養士，社会福祉士，美容師,保険請求事務技能検定等 

 

カ．自立支援プログラム（就業機会創出支援） 

内    容 
平成 

22年度 

平成 

23年度 

平成 

24年度 

平成 

25年度 

就職，転職，就労に対する不安等を母子

自立支援員が相談に応じ，個々に対応し

た助言や支援制度紹介，ハローワーク求

職相談同行等の支援 

18件 20件 22件 14件 

※その後のアフターフォロ 

 ー等で就職が確認できた 

 もの 

正社員 ３ ５ ３ １ 

派遣社員  １ １  

パート等 ４ ５ ５ ６ 

オ．ひとり親等就業資格等取得助成金 

  （平成２５年８月自立支援教育訓練給付金に統合） 

  ひとり親家庭の母若しくは父等が就業を目的に市が定める資格を取得した場合，

その資格の取得に関する経費の２分の１を助成。 

     ※()はアンケート回答記入者で，就労条件が改善した数 

平成 22年度 10件 707,000円 
ホームヘルパー3(1),医療事務 2(1), 

その他 5 

平成 23年度 11件 803,000円 
ホームヘルパー4,看護師 1,医療事務

3(2),その他 3(保育士 1,情報通信 1) 

平成 24年度 ９件 523,000円 
ホームヘルパー5, 

その他 4(歯科衛生士 1,パソコン 1) 

平成 25年度 ４件 362,000円 ホームヘルパー3,その他 1 



 

  - 10 -  

 

【評価】（１）就業支援の推進 

 ひとり親家庭等が経済的に自立した生活を送るためには、収入面で安定した仕事に

就くことが重要です。 

 講習会事業として従前はパソコン講習会を実施していましたが，より就業につなが

りやすい講座として，平成２５年度から介護職員初任者研修（旧ホームヘルパー２級）

を実施しており，少子高齢化社会でニーズにあった内容の講習会事業を今後とも検討

していきます。 

 資格取得を支援する事業である高等技能訓練促進費事業は，支給額，支給期間の手

厚さや，自立に役立つ資格を取得できることなどから多くの受給者の利用があり，ひ

とり親家庭等の就業に関して、一定の成果があったと考えられます。しかしながら，

自立支援教育訓練給付金制度は利用者がほとんど無く，より広報宣伝など周知に工夫

が必要と思われます。 

 また，就業支援セミナーでは周知方法を見直した結果，受講人数増加となり，県と

も連携を図り，より一層の支援策の周知，充実を図っていく必要があります。 

 

２ 生活・子育て支援 

 ひとり親家庭では，子どもを持つために就労が困難な場合があります。

学校放課後に安心して預けることができるこどもルームなど，ひとり親

家庭の母または父が安心して働くことができる環境づくりなど子育て支

援を実施しました。また，子どもの社会性を育むためにも子どもの居場

所づくりの確保に努めました。 

 

ア．保育園の優先入所 

 就学前の子どもがいるため，就労の機会を逃しているひとり親家庭の子ど

もの保育園への優先的入所。 

イ．子どもの居場所（こどもルーム等） 

 就学児童の放課後の安全や子どもの社会性を育むため，こどもルーム，放

課後子ども教室，児童センター，ファミリー・サポート・センター事業など
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ウ．公営住宅の優先入居 

 配偶者のない母子，父子世帯で２０歳未満の子を扶養しているかたに入居

抽選での優遇措置を実施。 

 

 エ．母子家庭等日常生活支援事業 

ひとり親家庭の世帯で，病気・事故・冠婚葬祭などやむを得ない事情により， 

 一時的に生活の支援が必要なときに，生活支援員を派遣する。（実施検討） 

 

 

【評価】（２）生活・子育て支援 

 ひとり親家庭等が，就業と子育てとの両立を図り，安心して生活を送るためには，

生活面における支援を行うことが必要です。 

 そのためには保育所の優先入所や預かり保育の充実など，待機児童解消アクション

プラン策定による各種施策と合わせ，保育環境の充実に努めました。 

 さらに，一時的に育児等の支援を必要とするひとり親家庭等に対し，病後児保育事

業やファミリー・サポート・センター事業，子育て短期支援事業等を実施し，個別状

況に応じた利用ができるよう子育て支援策を実施しました。 

 今後も，このような各種支援策の必要性は高まる見通しであるため，引き続き，ひ

とり親家庭等のニーズに対応した各種支援の提供に努めていく必要があります。  

 

子どもの居場所の確保。 

                    （こどもルーム設置数，児童数） 

平成２２年度 平成２３年度 平成２４年度 平成２５年度 

３６か所 

１，９９２人 

３７か所 

１，９５７人 

３８か所 

１，９１７人 

３９か所 

２，１０２人 



 

  - 12 -  

３ 経済的支援                                

 ひとり親家庭の経済的自立のためには，就業し自立に十分な収入を得

ることが最良ではあるが，様々な事情により十分な収入を得られず，生

活に困窮する家庭等について，経済的支援を実施しました。 
 

 

イ．児童扶養手当 

 １８歳以下の子どもを養育（監護）している母子家庭の母親に対して，手

当を扶助。※父子家庭は，平成２２年８月から対象，()内表記。 

                （対象者数は 4月現在。全部停止者含む） 

平成２２年度 平成２３年度 平成２４年度 平成２５年度 

2,482人 

928,913千円 

（66人） 

（6,210千円） 

2,573人 

986,038千円 

（82人） 

（22,132千円） 

2,639人 

1,019,905千円 

（102人） 

（24,431千円） 

2,697人 

1,039,640千円 

（111人） 

（29,226千円） 

 

 ※人数：児童数 

ア．母子寡婦福祉資金の貸付 

 母子及び寡婦家庭において，子どもの修学及び就学支度や母親の技能習

得・就職など資金が必要なときに，無利子または低利での各種資金貸付。 

平成２２年度 平成２３年度 平成２４年度 平成２５年度 

３８件 

19,116千円 

５０件 

26,013千円 

４１件 

21,630千円 

３１件 

19,338千円 

ウ．遺児等養育手当 

 父母または父若しくは母と死別した義務教育までの子どもと同居し，養育

しているかたに，養育手当を扶助。 

平成２２年度 １５８世帯 ２２３人 21,732,500円 

平成２３年度 １７０世帯 ２３７人 22,908,500円 

平成２４年度 １６５世帯 ２２０人 21,618,000円 

平成２５年度 １５３世帯 ２０２人 19,503,000円 
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エ．ひとり親家庭等医療費助成 

 ひとり親家庭の経済的負担を軽減するため，医療費の患者負担金を支給。 

平成２２年度 平成２３年度 平成２４年度 平成２５年度 

32,788件 

80,059,655円 

31,839件 

78,671,795円 

30,970件 

75,348,650円 

22,177件 

56,324,235円 

※平成２３年の第３回柏市版事業仕分けにおいて，「市改善（抜本的見直し）で， 

 県基準に合わせた所得制限額と自己負担額の見直しの最終方針が示され，平成 

 ２４年８月規則改正により，所得制限額及び養育者の自己負担額を 1 件あたり

1,000円へ制度改正実施 

 

オ．ファミリー・サポート・センター利用料助成 

 小学６年生までの児童を預かる「かしわファミリー・サポート・センター」

の利用者でひとり親または養育者のかたの経済的負担を軽減するため，利用

料金の半額を助成。 

平成２２年度 平成２３年度 平成２４年度 平成２５年度 

５３世帯 

666,640円 

３１世帯 

404,880円 

６２世帯 

365,150円 

９４世帯 

704,860円 

 

カ．父子家庭に対する支援 

 父子家庭に対する支援については，窓口業務等を通じ，どういう支援ニー

ズがあるか，また，父子家庭の実情把握に努め，今後の効果的な施策に繋げ

れることも想定しながら相談業務を実施。 

 

 

【評価】（３）経済的支援 

 相対的に所得水準で低いひとり親家庭等の経済的支援のため，母子・寡婦福祉資金

貸付制度や児養扶養手当の適正な支給及びきめ細やかな情報提供の実施に取り組ん

でいます。 

 母子・寡婦福祉資金貸付金については，貸付件数の増減はありますが，毎年２千万

円程度の貸付額があり，貧困の連鎖防止対策の観点からも，児童の就学資金など，ひ

とり親家庭の経済的支援を図る制度として重要な役割を担っていることから，引き続

き，適正な貸付業務を行っていく必要があります。なお，県事業引継ぎ前から存在し

ている滞納による債権については，公平性の観点からも積極的に回収に努めていく必
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要があります。 

 児童扶養手当については，受給者数，給付額ともに増加傾向であり，ひとり親家庭

の自立促進と生活の安定を図るためにも，引き続き，国の制度改正も注視しつつ，適

正に給付事業を行っていく必要があります。 

 また，母子自立支援員の父子家庭対象拡大など父子家庭に対する支援施策の啓発等

にも努めていく必要があります。 

 

４ 養育費確保                              

 ひとり親家庭等の子どもが養育費を受け取れるよう，養育費について

の取り決めの促進，養育費支払についての社会的意識の醸成，相談や情

報提供など養育費確保への支援を行ないます。 

 

ア．離婚前の相談等・情報提供 

 離別したひとり親が同居している子どものために，養育費を受け取れるよ

う法テラス等を紹介するとともに，離婚前の相談においても，養育費の取得

についての助言等を進めた。   （母子自立支援員：養育費に関する相談） 

平成２２年度 平成２３年度 平成２４年度 平成２５年度 

６７件 １５１件 １３４件 １４９件 

 

 

【評価】（４）養育費の確保 

 養育費確保の支援については，母子自立支援員が，関係機関（法テラス等）と連携

を図り，その相談，手続き等のきめ細やかな案内等に対応しています。また，国や養

育費相談支援センターが実施する養育費相談に関する研修会に母子自立支援員が参

加し，最新の事例研究や対策等を学び，その資質向上に努めています。 

 現状では，養育費を受け取っていないひとり親家庭が多数であることに対し，経済

的自立と児童の健やかな成長のため，母子家庭の母が養育費をその父親等から確保 

することが重要で，引き続き支援施策を行っていく必要があります。 
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５ 相談業務                              

 母子家庭等の抱える様々な悩みや不安に，プライバシーに配慮したき

め細やかな相談を実施しました。 

 

ア．母子自立支援員等による相談 

 母子自立支援員が母子家庭の母親の抱える様々な悩みや不安を取り除くよ

う相談を受け，また，就労や各種制度の説明などの支援の案内を実施。 

平成２２年度 平成２３年度 平成２４年度 平成２５年度 

１，３３７件 ２，０９２件 １，８９４件 ２，１３０件 

 

イ．情報提供の充実 

 各種制度の紹介や改正点などを窓口でのきめ細やかな説明，ホームページ

や広報，パンフレット等を使って情報提供の充実を図りました。 

 

 

【評価】（５）相談業務 

 近年の離婚世帯増加，ＤＶ等社会環境の影響からも，ひとり親に関する相談件数は

増加傾向にあります。多くの相談に適切に対応するため，平成２５年度に母子自立支

援員を１名増員（計３名）し，相談体制の充実に努めています。 

 引き続き，就業相談，ＤＶ相談，離婚相談等について，各ケースの課題を正確に把

握・整理し，適切な支援メニューにつなげるよう，また，父子家庭にも経済的困難は

高まっており，父子家庭への支援推進，施策の周知徹底を図っていく必要があります。 

 市子育てサイト「はぐはぐ柏」のスマートフォン化対応など多様な媒体を使い，支

援施策の周知，相談体制の強化に努めていく必要があります。 

 

 


